
若手社員の基本技能･技術習得を公共 
職業訓練(１年間)で実施してみませんか！ 

～人材開発支援助成金特定訓練コース 
(若年人材育成訓練)を利用できる場合があります～ 
 
正社員として雇用契約している若手社員へ機械加工及び建築施行の基本技能・技術習得をさせたい

と考えている事業主の皆様あてに、静岡県立浜松技術専門校の若年者訓練コース(機械技術科・建築

科)訓練期間 1 年間を活用していただく為の御案内をします。 
【募集訓練科・定員】 
      機械技術科 定員 20 人            建築科 定員 20 人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【訓練期間】平成 31 年 4 月 4 日（木） ～ 平成 32 年 3 月 6 日（金） 
【応募対象者】訓練開始日において、雇用契約締結後５年以内で 35 歳未満の若年労働者の方。 

【諸経費】入校検定料 2,200 円 入校料 5,650 円 
授業料 118,800 円(前期･後期 2 回に分け静岡県収入証紙で 59,400 円づつ納めてもらいます。) 
入校時(教科書･作業服･任意保険等) 機械技術科約 70,000 円 建築科約 100,000 円 

【入校選考】 
 出願書類の審査と面接のみ。※事業主推薦制度が利用できます。 
【願書受付期間･選考日】 

区分 願書受付期間 選考日 
第２期 平成30 年 10 月 15日（月） ～ 11月 13 日（火） 平成 30 年 11 月 16 日（金）

第３期 平成31年  1 月  8日（火） ～  2月  1 日（金） 平成 31 年  2 月  4 日（月）

 
事業主推薦 

第４期 平成31年  2 月 12 日（火） ～  3 月  8 日（金） 平成 31 年  3 月 11 日（月）

 
※厚生労働省が所管する人材開発支援助成金特定訓練コース(若年人材育成訓練)につきましては、静

岡県の場合は静岡労働局が担当しています。御利用につきましては、各種条件がございますので、事

前に静岡労働局へ御相談ください。また、訓練開始日の１か月前までに必要な書類(例：訓練実施計

画届等)を揃えて静岡労働局への提出が必要になります。 
詳細については、厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金」で検索するか、静岡労働局職業安

定部職業対策課(℡054-271-9970)までお問合せください。 
〒435-0056 
浜松市東区小池町 2444-1 
静岡県立浜松技術専門校 訓練課 
Tel.053-462-5602 Fax.053-462-5604 

機械加工に必要な基礎知識を学びながら、汎用工作機
械による加工からＮＣ工作機械の操作・プログラミングに
いたるまで幅広く実践的な実習を行います。 

建築大工に必要な基礎知識を学びながら、手工具によ
る墨付け加工・木工機械の取扱い・建方作業から室内
造作にいたるまで幅広く実践的な実習を行います。 


